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納骨堂経営許可処分取消、

納骨堂経営変更許可処分取消請求事件について
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事案の概要

大阪市長は、宗教法人のA寺に対し、墓地、埋葬等に関する法律10条により、同市

内で納骨堂を経営することを許可し、その後、その施設を変更することを許可した。

本件は、上記納骨堂の周辺(100m以内）に居住する被上告人（第1審原告）らが、

上告人（第1審被告）を相手に、上記の各許可の取消し（－部の被上告人にあっては上

記の経営の許可の取消しのみ）を求める事案である。

原判決及び争点Jq8、 ’ I

◇原判決（大阪高裁）は、行政事件訴訟法9条2項に従い、関係法令である墓地、埋葬

等に関する法律施行細則8条等の趣旨及び目的を参酌すると、上記納骨堂から300

m以内に居住する被上告人らは、同法9条1項の「法律上の利益を有する者」に当たる

として、訴えを却下した第1審判決を取り消し、本件を第1審に差し戻した。

◇本件の争点は、被上告人らが上記「法律上の利益を有する者」に当たり、本件訴えの

原告適格を有するか否かである。

上告人は､原判決の上記判断は､判例(最高裁平成12年3月17日第二小法廷判決・

裁判集民事197号661頁）に違反し、法令の解釈適用に関する誤りがあるなどと主

張している。

〔参考判例〕最高裁平成12年3月17日第二小法廷判決・裁判集民事197号661頁

大阪府知事が墓地､埋葬等に関する法律10条1項に基づき大阪府墓地等の経営の許可等に

関する条例（昭和60年大阪府条例第3号) 7条1号の基準（注）に従ってした墓地の経営許

可の取消訴訟につき、墓地から300mに満たない地域に敷地がある住宅等に居住する者は、

原告適格を有しない。

（注）墓地及び火葬場の設置場所の基準として、 「住宅、学校、病院、事務所、店舗その他これらに類

する施設の敷地から300m以上離れていること。ただし、知事が公衆衛生その他公共の福祉の見地

から支障がないと認めるときは、 この限りでない｡」と規定していた。



〔参考法令〕

○墓地、埋葬等に関する法律10条

1項墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事（注）の許可を受け

なければならない。

（注）同法2条5項により、市にあっては市長とされている。

2項前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し（中略）

ようとする者も、同様とする。

○行政事件訴訟法9条

1項処分の取消しの訴え（中略）は、当該処分（中略）の取消しを求めるにつき法律上の

利益を有する者（中略）に限り、提起することができる。

2項裁判所は、処分（中略）の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有

無を判断するに当たっては、当該処分（中略）の根拠となる法令の規定の文言のみによる

ことなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考盧されるべき利益の内容及

び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考盧するに

当たっては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参

酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考盧するに当たっては、当該処分（中略）が

その根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並

びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。

○墓地、埋葬等に関する法律施行細則（昭和31年大阪市規則第79号） 8条

市長は、法10条の規定による許可の申請があった場合において、当該申請に係る墓地等

の所在地が、学校、病院及び人家の敷地からおおむね300メートル以内の場所にあるとき

は、当該許可を行わないものとする。ただし、市長が当該墓地等の付近の生活環境を著しく

損なうおそれがないと認めるときは、 この限りでない。
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3番所有権抹消登記等請求事件について

’ ト事案の概要

【相続関係図】
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Cは、亡Aの死亡後、亡Aが所有していた土地につき、亡Aの相

鶏蹴鰯蕊薦蜑鮮駕髻観亡濤、
相続登記をした。 しかし、上記遺産分割協議は無効なものであった。 ｜
亡Bは、亡Bの一切の財産を、①Dに2分の1の割合で相続させ、 F E .

②Fに3分の'1の割合で遺贈し、③Eに6分の1の割合で遺贈する ※Dは亡Aからの
旨の公正証書遺言をして死亡した。ただし、 Eは遺贈を放棄した｡ 相続を放棄したた

Cは､亡Bの死亡後上記土地を上告人ら (第,審被告ら)に売織f鰯戦
却し、その旨の所有権移転登記がされた。

本件は、亡Bの遺言執行者である被上告人（第1審原告）が、上記土地は、亡Bの相続

財産であるが､亡巳の遺言の内容に反する登記がされているなどと主張して､上告人らに

対し、上記所有権移転登記の抹消登記手続等を求める事案である。

※Dは亡Aからの

相続を放棄したた

め、亡Aの相続人は

亡BとCであった。

【図1 ：亡Bの遺言による土地の分配】
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I｜ 原判決の判断等ﾉ示十‘』"更Uﾉ十ﾘ閂'寺 ｜

◇原判決は、被上告人は本件抹消登記手続請求に係る訴えの原告適格を有するとした

上で、上記土地の持分2分の1は亡Bの相続財産であり、Cによる同持分2分の1の処

分は民法1013条（平成30年法律第72号による改正前のもの）により無効である

などとして、被上告人の抹消登記手続請求を、上記所有権移転登記のうち持分2分の1

に関する部分の－部抹消（更正）登記手続を求める限度で認容し、その余を棄却した。

◇上告人らは、亡Bの遺言の内容や遺言執行者の権限の範囲を具体的に検討せず、Eに

よる遺贈の放棄を考盧することもなく、上記持分2分の1全体について被上告人の抹

消登記手続請求を認容した原判決には違法があるなどと主張している。

〔参考〕平成30年法律第72号による改正前の民法1013条（遺言の執行の妨害行為の禁止）

遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遣言の執行を妨げるべき行

為をすることができない。

【図2 ：原判決の半11断等】 認容(1/2） 棄却(1/2）
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